
運転管理

Ａ－１【コージェネレーションの導入】

　　　

常駐管理会社への依頼内容

日常管理
●基本的に運転状態・故障や各種数値データはＥＳＣＯ計測システムで
計測している内容ですが、以下の数値や状態の目視確認をお願いしま
す。

＜３５０ｋＷ＞

　発電機盤

保安規程にて定められた日常点検項目

　エンジン

異常（異音・振動・異臭）有無確認

水・オイル漏れ確認

ﾐｽﾄﾀﾝｸあふれ確認

薬剤残量確認

以上、１回/日の確認

発停 ○スケジュールタイマーによる自動発停

（デマンド回避モード選択可）

設定・制御 ・初期設定以外は特に無し

設定変更

故障時（警報） ○故障内容をメールにてESCO事業者各社に連絡

○ＥＳＣＯ事業者（エネルギーアドバンス）より管理会社へ連絡する。

●10分程度経過してもＥＳＣＯ事業者（エネルギーアドバンス）から連
絡が無い場合は

　ＥＳＣＯ事業者に連絡する。

異常確認時・緊急時 ●１次対応後、ＥＳＣＯ事業者へ速やかに連絡し、指示を受ける。

消耗品管理 ・ＣＧＳ用新設冷却塔の薬剤保管、及び補給。

周辺機器管理
・電気設備保安点検時にリレー点検、動作確認

・冷却水ポンプグランド水漏れ目視確認

・スケジュール変更などをする場合はＥＳＣＯ事業者が行う。

●：常勤管理会社への委託内容、◎：ＥＳＣＯ導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目


